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福井県告示第３号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の規定により指定介護機関から
その業務を休止する旨の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４号

　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１５条に規定する登録
研修機関に登録したので、同法附則第２４条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　事業所の名称
　　訪問看護ステーションなるざリハビリサービス
２　事業所の所在地
　　あわら市二面２丁目３０２番地
３　事業者の名称
　　有限会社なるざ
４　登録年月日
　　令和８年１月５日
５　喀痰吸引等研修の課程
　　第一号研修
　　第二号研修
６　登録研修機関登録番号
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指定介護機関
番号

1840640104 居宅療養管理指導 令和7年11月27日
代表者
開設者住所

代表取締役 橋本 陽裕
〒911-0806
福井県勝山市本町1丁目
2番10号

代表取締役 市谷 文吾
〒103-0027
東京都中央区日本橋
2丁目15番10号

サービスの種類 変更事項 旧 新 変更年月日名称

ドラッグハシモト

指定介護機関
番号

1892400282
（介護予防）小規模
多機能型居宅介護

休止 令和7年12月31日

サービスの種類

小規模多機能ホーム　みさき

届出事項 休止年月日名称



　　１８１３１３８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５号　
　下水道法（昭和３３年法律第７９条）第４条第１項の規定により、国土交通大臣の認可
を受けた福井臨海特定公共下水道事業の事業計画を変更したいので、同法施行令（昭和３
４年政令第１４７号）第３条の規定により、次のとおり告示し、当該事業計画の案を公衆
の縦覧に供する。
　なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに福井県知事に意見書を提
出することができる。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　施行者の名称
　　福井県
２　事業名
　　福井臨海特定公共下水道事業
３　工事完了の予定年月日
　　変更前　令和８年３月３１日
　　変更後　令和１５年３月３１日
４　縦覧場所
　　福井市大手３丁目１７－１
　　福井県産業労働部公営企業課
　　福井県坂井市三国町米納津４９－１００－６
　　テクノポート福井浄化センター
５　縦覧期間
　　自　令和８年１月１３日
　　至　令和８年１月２６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１
項の規定に基づき、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第３項の
規定により公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので
、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号
。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　随意契約に係る特定役務の名称および数量
　　生理検査システム（心電図/脳神経系）の更新および保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年１２月４日
４　随意契約の相手方の名称および住所
　　株式会社ミタス
　　福井県福井市問屋町４丁目９０１番地
５　随意契約に係る契約金額
　　６６，９４６，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約によることにした理由
　　一般競争入札に付したところ２回目の入札においても落札者がなかったため。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　セントラルモニタおよびベッドサイドモニタ調達　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
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公　　　　　告
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市　町
日向（東）地区急傾斜地崩壊危険区域

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者
　　　　　　　福井県副知事　中村　保博
１　随意契約に係る特定役務の名称および数　量
　生理検査システム（心電図/脳神経系）の更新および保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年１２月４日
４　随意契約の相手方の名称および住所
株式会社ミタス
福井県福井市問屋町４丁目９０１番地
５　随意契約に係る契約金額
    ６６，９４６，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約によることにした理由
　　一般競争入札に付したところ２回目の入札においても落札者がなかったため。

美浜町 日向
１２号中別所

１３号上別所
６４号別所

４番の一部、５番の一部、６番、７番、８番の一部、
９番の一部、１０番、１１番、１２番の一部
２番１の一部、３番の一部
１番４、２番１の一部、２番３の一部

字 地　　　番

市　町
日向（東）地区急傾斜地崩壊危険区域

美浜町 日向
１２号中別所

１３号中別所
６４号別所

４番の一部、５番の一部、６番、７番、８番の一部、
９番の一部、１０番、１１番、１２番の一部
２番１の一部、３番の一部
１番４、２番１の一部、２番３の一部

字 地　　　番



　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　落札者を決定した日
　　令和７年１２月３日
４　落札者の名称および住所
　　株式会社ミタス
　　福井県福井市問屋町４丁目９０１番地
５　落札金額
　　８３，７００，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年１０月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今立土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規
定により、次のとおり役員の住所変更した旨の届出があったので、同条第１９項の規定に
より公告する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　　中村　保博
１　変更前の理事の住所および氏名　
　　越前市山室町５０－６－２　　海田　和廣
２　変更後の理事の住所および氏名
　　越前市山室町４５－６－４　　海田　和廣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定による処分をしたので、
同法第２９条の５第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　処分をした年月日
　　令和８年１月１３日
２　被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地および許可番号　
　　株式会社テイク　
　　代表取締役　竹本　学司　
　　三方郡美浜町河原市第３１号８番地の２
　　福井県知事許可（般－３）第６９９８号
３　処分の内容　
　　建設業法第２８条第３項に基づく営業の停止命令
　　【停止を命ずる営業の範囲】

　　　建設業の営業のうち、公共工事に係るもの
　　　（注１）　「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３
　　　　　　　４号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）または建設業
　　　　　　　法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条に規定する法人が発
　　　　　　　注者である建設工事をいう。
　　【停止を命ずる期間】
　　　令和８年１月２８日から令和８年２月１１日までの１５日間
４　処分の原因となった事実
　　株式会社テイクは、敦賀土木事務所発注工事「交通安全補修工事０７－９８－２１」
　の入札において、代表者を変更したにもかかわらず、旧代表者名義のＩＣカードを使用
　し入札を行った。また、入札参加資格確認資料や工事請負契約書においても旧代表者名
　を記載し、入札、契約の手続きを行った。
　　このことは、建設業法第２８条第１項第２号に該当すると認められる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の落札者を決定したので
、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号
。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　随意契約に係る特定役務の名称および数量
　　福井県財務会計システム再構築追加改修業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県会計局審査指導課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年１２月１０日
４　随意契約の相手方の名称および住所
　　株式会社オーイーシー
　　大分県大分市東春日町１７番５７号
５　随意契約に係る契約金額
　　４２，１４７，６００円
６　契約の相手方を決定した手続き
　　特命随意契約
７　随意契約理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
　３７２号）第１１条第１項第１号に該当するため。
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日向（東）地区急傾斜地崩壊危険区域

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月１３日
　　　　　　福井県知事職務代理者
　　　　　　　福井県副知事　中村　保博
１　随意契約に係る特定役務の名称および数　量
　生理検査システム（心電図/脳神経系）の更新および保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年１２月４日
４　随意契約の相手方の名称および住所
株式会社ミタス
福井県福井市問屋町４丁目９０１番地
５　随意契約に係る契約金額
    ６６，９４６，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約によることにした理由
　　一般競争入札に付したところ２回目の入札においても落札者がなかったため。


